
（仮訳） 

 

1979 年食品法に基づき制定する 

保健省告示 

(第 448 号) 2023 年 

件名 栄養補助食品 (第 5 版) 

                           

 

 栄養補助食品の品質又は規格の規定に関する保健省告示「栄養補助食品」を改正増補する

ことが適切であるため、 

 1979 年食品法の第 5 条の第 1 段落および第 6 条の (3)、(4)、(5)および(10)の権限に基づ

き、保健大臣が以下の通り告示する。 

 

 第 1 条 2005 年 12 月 15 日付の 1979 年食品法に基づき制定する保健省告示(第 293 号) 

2005 年、件名「栄養補助食品」の第 5 条の(5)の内容を廃止し、以下の内容に置き換える。 

 「(5) 本告示の末尾リストに定めるビタミン又はミネラルの種類の上限を定める。ただし、

下限は、ビタミン又はミネラルの供給を目的とする栄養補助食品に対して、栄養表示に関す

る保健省告示に基づくタイ人の 1 日当たり栄養素参照値(THAI REFERENCE DAILY 

INTAKES – THAI RDIs)の 15%以上であること。」 

 

第 2 条 本告示の施行日の前に、2005 年 12 月 15 日付の保健省告示第(第 293 号)2005

年、件名「栄養補助食品」に基づき許可を取得している、ビタミン及びミネラルを含む栄養

補助食品は、引き続き販売できるが、本告示の施行日から 3 年以内とする。 

  

 第 3 条 本告示を、官報告示日から 180 日が経過した時に施行する。 

 

 

2023 年 11 月 17 日告示 

チョラナーン・シーゲオ 

保健大臣 

 

 

 

 

 

 



1979 年食品法に基づき制定する保健省告示(第 448 号)2023 年 

件名「栄養補助食品(第 5 版)」の末尾リスト 

                           

 

栄養補助食品中のビタミン及びミネラルの種類及び上限 

 

ビタミン及びミネラルの種類 ビタミン及びミネラルの 1 日当たり上限 

1. ビタミン A(Vitamin A) 800 マイクログラム RAE(μg RAE) 

2. ビタミン D(Vitamin D) 15 マイクログラム(μg) 

3. ビタミン E(Vitamin E) 10 ミリグラムα-TE(mg α-TE) 

4. ビタミン K(Vitamin K) 80 マイクログラム(μg) 

5. ビタミン B1(Vitamin B1) 100 ミリグラム(mg) 

6. ビタミン B2(Vitamin B2) 40 ミリグラム(mg) 

7. ニコチンアミド(Nicotinamide)¹ 20 ミリグラム NE(mg NE) 

8. ニコチン酸(Nicotinic acid)¹ 15 ミリグラム NE(mg NE) 

9. パントテン酸(Pantothenic Acid) 200 ミリグラム(mg) 

10. ビタミン B6(Vitamin B6) 2 ミリグラム(mg) 

11. 葉酸塩(Folate) 

葉酸(Folic acid) 

330 マイクログラム DFE(μg DFE) 

200 マイクログラム(μg) 

12. ビタミン B12(Vitamin B12) 600 マイクログラム(μg) 

13. ビオチン(Biotin) 900 マイクログラム(μg) 

14. ビタミン C(Vitamin C) 1,000 ミリグラム(mg) 

15. カルシウム(Calcium) 800 ミリグラム(mg) 

16. マグネシウム(Magnesium) 350 ミリグラム(mg) 

17. リン(Phosphorus) 800 ミリグラム(mg) 

18. 鉄分(Iron) 15 ミリグラム(mg) 

19. 亜鉛(Zinc) 15 ミリグラム(mg) 

20. 銅(Copper) 2,000 マイクログラム(μg) 

21. クロム(Chromium) 500 マイクログラム(μg) 

22. モリブデン(Molybdenum) 160 マイクログラム(μg) 

23. セレン(Selenium) 70 マイクログラム(μg) 

24. マンガン(Manganese) 3.5 ミリグラム(mg) 

25. ヨウ素(Iodine) 150 マイクログラム(μg) 

26. カリウム(Potassium) 3,500 ミリグラム(mg) 

¹ 下限は、栄養表示に関する保健省告示に基づく、ナイアシンのタイ人用の 1 日当たり栄養素参照値の 15%

以上であること。 

 



 

【免責条項】 

 この日本語訳は、タイ政府による公式日本語訳ではなく、情報提供を目的に、ジェトロ

バンコク事務所が作成した非公式なものです。正確性を保証するものではありませんの

で、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ご利用される方が不利益等

を被る事態が生じたとしても、ジェトロおよび執筆者は一切の責任を負いかねますので

ご了承ください。 

 原典については、下記をご覧ください。本 URL は 2024 年 3 月 13 日時点で有効である

ことを確認しておりますが、今後 URLが変更・削除される可能性もございます。  

 

（ウェブページ） 

https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=583907022676828160&name=P448.pdf 

 

（英訳） 

https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=585712733077512192&name=P448_E

N.pdf 
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